
4平成２３年（２０１１年）１月３０日 こだいら　市　議　会　だ　よ　り

と
思
わ
れ
る
職
場
の
改
善
策
は
。

市
長　

①
計
画
的
に
適
切
な
定
員
管

理
を
行
っ
た
結
果
と
考
え
て
い
る
。

今
後
も
行
政
需
要
の
発
生
等
に
的
確

に
対
応
し
な
が
ら
、
計
画
的
な
定
員

管
理
を
行
っ
て
い
き
た
い
。

　

②
業
務
量
の
増
に
対
し
て
は
ま
ず

職
場
内
で
や
り
方
の
見
直
し
や
協
力

体
制
の
工
夫
等
を
行
い
、
そ
の
上
で

必
要
に
応
じ
て
配
置
し
て
い
る
。

鴨
打
喜
久
男
議
員
（
政
和
）　

①
実

際
に
支
給
さ
れ
て
い
な
い
の
に
多
摩

地
区
で
ト
ッ
プ
と
報
道
さ
れ
た
が
、

市
民
の
誤
解
を
解
消
す
る
た
め
の
対

応
は
考
え
て
い
る
か
。

　

②
今
後
、
実
際
に
合
っ
た
給
料
表

に
改
正
で
き
る
の
か
。

市
長　

①
今
回
、
給
与
の
公
表
を

行
っ
た
都
に
対
し
、
今
後
も
同
様
の

公
表
を
行
う
際
に
は
市
民
等
か
ら
誤

解
を
招
か
な
い
よ
う
に
配
慮
す
る
よ

う
要
望
し
た
。

　

②
職
員
団
体
と
の
交
渉
の
結
果
、

給
料
表
を
本
年
度
改
定
後
の
都
の
給

料
表
に
準
拠
し
、
給
料
水
準
を
引
き

下
げ
る
こ
と
で
合
意
し
た
。

宮
﨑
照
夫
議
員
（
政
和
）　

①
現
在

使
用
し
て
い
る
町
名
が
使
え
な
い
理

由
は
何
か
。

　

②
花
小
金
井
五
丁
目
の
中
央
部
は

東
久
留
米
市
が
分
断
す
る
よ
う
に
食

い
込
ん
で
い
る
が
、
こ
れ
を
挟
ん
だ

形
の
町
割
り
に
し
た
理
由
は
。

市
長　

①
町
名
は
従
来
の
名
称
に
準

拠
し
て
定
め
る
こ
と
を
基
本
と
し
、

当
該
区
域
の
住
民
等
の
意
向
や
歴
史

的
な
経
緯
、
地
理
的
な
位
置
関
係
等

も
考
慮
し
て
決
定
し
た
い
。

平
野
ひ
ろ
み
議
員
（
生
ネ
）　

①
総

合
的
な
交
通
体
系
の
視
点
か
ら
見
た

課
題
は
何
か
。

　

②
障
害
者
及
び
高
齢
者
の
移
動
の

権
利
を
ど
う
と
ら
え
て
い
る
か
。

市
長　

①
交
通
の
中
心
と
な
る
タ
ー

ミ
ナ
ル
駅
が
な
く
路
線
バ
ス
が
運
行

で
き
な
い
地
域
も
あ
り
、
日
中
の
生

活
交
通
の
充
実
が
必
要
で
あ
る
。

　

②
身
体
の
不
自
由
な
方
に
と
っ
て

移
動
の
保
障
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。

ま
た
高
齢
者
が
で
き
る
だ
け
住
み
な

れ
た
地
域
で
生
活
を
続
け
ら
れ
る
よ

う
、
移
動
手
段
を
確
保
し
て
い
く
必

要
が
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。

津
本
裕
子
議
員
（
公
明
）　

①
減
便

に
よ
り
交
通
不
便
地
域
と
な
っ
た
花

小
金
井
南
町
へ
の
対
応
策
は
。

　

②
に
じ
バ
ス
の
路
線
拡
大
と
デ
マ

ン
ド
交
通
の
整
備
を
す
べ
き
で
は
。

市
長　

①
す
ぐ
に
対
応
す
る
こ
と
は

難
し
い
。
今
後
は
事
前
に
情
報
が
得

ら
れ
る
よ
う
関
係
機
関
等
に
要
望
を

し
、
情
報
収
集
に
も
努
め
る
。

　

②
に
じ
バ
ス
の
運
行
路
線
拡
大
は

考
え
て
い
な
い
。
デ
マ
ン
ド
交
通
は

過
疎
地
を
抱
え
る
自
治
体
に
注
目
さ

れ
て
い
る
が
、
都
市
部
で
は
公
費
負

担
の
増
や
利
用
料
金
が
高
く
な
る
な

ど
の
課
題
が
あ
る
と
考
え
る
。

宮
寺
賢
一
議
員
（
政
和
）　

①
小
平

市
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
と
の

整
合
性
は
ど
う
か
。

　

②
交
通
対
策
を
含
め
住
民
の
意
見

を
集
約
す
る
市
の
取
り
組
み
は
。

市
長　

①
周
辺
住
環
境
へ
の
配
慮
、

交
通
対
策
、
事
業
区
域
内
の
緑
化
、

適
切
な
公
園
整
備
と
配
置
等
を
促
す

こ
と
で
整
合
を
図
っ
て
い
る
。

　

②
市
は
法
に
基
づ
く
地
域
住
民
等

へ
の
説
明
会
で
、
国
が
定
め
る
指
針

に
従
っ
て
生
活
環
境
保
持
の
た
め
に

設
置
者
が
配
慮
す
べ
き
事
項
の
説
明

を
す
る
よ
う
求
め
て
い
る
。
説
明
が

十
分
で
な
い
場
合
は
、
徹
底
す
る
よ

う
指
導
し
て
い
る
。

佐
野
郁
夫
議
員
（
政
和
）　

①
民
間

の
認
可
保
育
園
新
設
や
小
川
西
保
育

園
建
て
か
え
に
活
用
で
き
な
い
か
。

　

②
介
護
、
障
害
者
等
の
複
合
福
祉

施
設
と
し
て
整
備
等
が
で
き
な
い
か
。

市
長　

①
市
が
土
地
を
求
め
て
認
可

保
育
園
の
新
設
を
誘
致
す
る
予
定
は

な
い
。
ま
た
、
保
育
園
建
て
か
え
時

に
代
替
用
地
の
確
保
が
必
要
な
場
合

も
あ
る
が
、
こ
の
土
地
を
活
用
し
て

実
施
す
る
考
え
は
な
い
。

　

②
こ
の
土
地
は
公
道
に
接
し
て
お

ら
ず
位
置
指
定
道
路
の
み
の
接
道
で

あ
る
た
め
、
公
共
的
な
施
設
の
建
設

は
困
難
と
と
ら
え
て
い
る
。
国
は
売

却
予
定
と
聞
い
て
お
り
、
福
祉
施
設

誘
致
等
を
要
望
す
る
考
え
は
な
い
。

苗
村
洋
子
議
員
（
生
ネ
）　

景
観
を

守
る
た
め
の
地
域
の
合
意
と
市
民
活

動
の
方
法
を
ど
う
広
げ
る
の
か
。

市
長　

小
平
市
民
等
提
案
型
ま
ち
づ

く
り
条
例
で
は
ま
ち
づ
く
り
の
発
意

に
当
た
り
、
一
定
規
模
の
団
体
を
設

立
し
て
活
動
で
き
る
よ
う
手
続
き
の

方
法
等
を
定
め
る
と
と
も
に
、
ま
ち

づ
く
り
の
ル
ー
ル
を
定
め
る
場
合
の

合
意
形
成
の
方
法
、
建
築
な
ど
を
行

う
事
業
主
や
、
市
と
の
か
か
わ
り
な

ど
を
位
置
づ
け
て
い
る
。
本
条
例
の

活
用
に
よ
り
市
民
の
活
動
を
通
し
た

景
観
づ
く
り
も
可
能
で
あ
り
、
市
報

等
で
の
周
知
の
ほ
か
市
民
懇
談
会
な

ど
を
開
催
し
、
情
報
を
提
供
し
て
い

き
た
い
。

西　

克
彦
議
員
（
共
産
）　

花
小
金

井
の
西
東
京
市
境
の
開
発
で
は
事
業

主
が
対
策
を
実
行
し
て
い
る
。
天
神

町
一
丁
目
の
マ
ン
シ
ョ
ン
建
設
な
ど

に
つ
い
て
も
同
様
に
適
用
し
て
も
ら

い
た
い
が
見
解
は
。

市
長　

旧
日
本
長
期
信
用
銀
行
グ
ラ

ウ
ン
ド
跡
地
の
開
発
事
業
で
は
、
事

業
主
と
周
辺
住
民
の
話
し
合
い
の
結

果
、
事
業
主
の
自
主
的
な
対
策
と
し

て
条
例
に
基
づ
く
雨
水
対
策
量
以
上

の
整
備
が
行
わ
れ
た
。
条
例
の
基
準

以
上
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
現
状
で

は
事
業
主
と
周
辺
住
民
の
間
で
十
分

な
話
し
合
い
に
よ
る
解
決
が
必
要
と

考
え
る
。

滝
口
幸
一
議
員
（
フ
ォ
）　

昨
今
、

養
子
縁
組
の
仕
組
み
を
悪
用
し
た
事

件
が
相
次
い
で
い
る
。
不
正
を
防
止

す
る
仕
組
み
を
構
築
す
べ
き
と
思
う

が
、
現
状
の
事
務
制
度
で
防
止
す
る

こ
と
は
可
能
か
。

市
長　

養
子
縁
組
届
の
受
理
に
当

た
っ
て
は
成
立
要
件
を
書
面
で
審
査

し
て
い
る
が
、
届
け
出
事
項
が
事
実

と
一
致
す
る
か
な
ど
の
実
質
的
審
査

権
は
な
い
。
平
成
20
年
に
戸
籍
法
の

一
部
が
改
正
さ
れ
、
運
転
免
許
証
等

の
書
類
を
提
示
し
て
も
ら
い
窓
口
に

来
た
人
の
本
人
確
認
を
行
っ
て
い

る
。
ま
た
窓
口
で
本
人
確
認
が
で
き

な
か
っ
た
場
合
は
、
届
け
出
人
の
住

所
地
に
届
け
出
が
受
理
さ
れ
た
こ
と

を
郵
送
で
通
知
し
て
い
る
。

浅
倉
成
樹
議
員
（
公
明
）　

①
設
置

し
た
場
合
の
経
費
と
課
題
は
。

　

②
設
置
は
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
証

明
が
受
け
取
れ
る
体
制
づ
く
り
の
基

本
に
な
る
と
考
え
る
が
見
解
は
。

市
長　

①
一
時
経
費
と
し
て
２
台
で

行
政
一
般

都
市
整
備

小
平
市
に
お
い
て
不
正
な

養
子
縁
組
は
行
わ
れ
て
い
な
い
か

地
域
セ
ン
タ
ー
等
の
施
設
に

証
明
書
自
動
交
付
機
の
設
置
を

市
で
多
重
債
務
に
関
す
る

窓
口
を
開
設
で
き
な
い
か

幹
部
職
員
の
給
料
ト
ッ
プ
の

報

道

に

つ

い

て

大
沼
町
、天
神
町
の
町
名
が
使
え
な
い

住
居
表
示
整
備
の
進
捗
状
況
等
は

市
民
サ
ー
ビ
ス
を
担
う

市
職
員
の
配
置
に
つ
い
て

一般質問
市政を問う
一般質問一般質問

市政を問う （政和）＝政和会
（公明）＝市議会公明党
（フォ）＝フォーラム小平
（生ネ）＝生活者ネットワーク
（共産）＝日本共産党小平市議団
（市自）＝市民自治こだいら

議員が議案以外に市の行政全般にわたり、
市長や教育長などに説明や報告を求め、
また所信をただすことです。適正な行政
運営を行う上で、その役割は重要です。
ここでは、22人の議員からの質問のうち、
1人3件までその要旨を掲載しました。

一般質問とは

一般質問

約
４
百
万
円
、
１
年
間
の
維
持
経
費

は
一
台
当
た
り
約
４
百
20
万
円
で
あ

る
。
課
題
は
20
ア
ン
ペ
ア
の
独
立
電

源
、
450
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
重
量
に
耐
え

る
建
物
構
造
、
不
正
ア
ク
セ
ス
や
盗

難
を
防
ぐ
た
め
管
理
者
が
日
常
的
に

監
視
を
行
う
体
制
の
確
立
、
実
際
の

監
視
を
容
易
に
行
え
る
レ
イ
ア
ウ
ト

が
可
能
な
こ
と
等
で
あ
る
。

　

②
証
明
書
自
動
交
付
機
に
限
ら
ず

東
部
、
西
部
の
出
張
所
、
動
く
市
役

所
、
土
曜
窓
口
を
実
施
す
る
中
で
総

合
的
に
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
を
図
っ
て

い
き
た
い
。

石
毛
航
太
郎
議
員
（
フ
ォ
）　

①
納

税
相
談
や
他
の
相
談
業
務
に
お
け
る

多
重
債
務
の
相
談
件
数
は
。

　

②
相
談
窓
口
開
設
の
考
え
は
。

市
長　

①
消
費
生
活
相
談
や
法
律
相

談
に
お
け
る
件
数
は
平
成
21
年
度
69

件
あ
っ
た
。
納
税
相
談
で
は
事
務
的

な
問
い
合
わ
せ
や
電
話
催
告
か
ら
相

談
に
至
る
ケ
ー
ス
も
多
い
こ
と
か

ら
、
把
握
は
し
て
い
な
い
。

　

②
消
費
生
活
相
談
室
は
本
年
度
も

相
談
員
の
体
制
を
強
化
し
、
多
重
債

務
相
談
も
相
談
者
を
弁
護
士
相
談
等

の
専
門
機
関
に
つ
な
ぐ
な
ど
、
問
題

解
決
の
た
め
の
道
筋
が
で
き
る
ま
で

き
め
細
か
く
対
応
を
し
て
お
り
、
理

解
を
い
た
だ
き
た
い
。

木
村
ま
ゆ
み
議
員
（
共
産
）　

①
対

人
口
比
の
職
員
数
が
26
市
中
最
も
少

な
い
現
状
に
対
す
る
認
識
は
。

　

②
残
業
が
多
い
職
場
や
人
員
不
足

　

②
市
の
実
施
基
準
で
、
町
の
境
界

は
道
路
、
鉄
道
、
そ
の
他
恒
久
的
な

施
設
に
よ
る
と
規
定
し
て
い
る
こ

と
、
今
回
の
案
以
外
で
は
町
の
大
き

さ
等
の
基
準
を
満
た
す
の
が
難
し
い

こ
と
な
ど
が
理
由
で
あ
る
。

佐
野
郁
夫
議
員
（
政
和
）　

①
価
格

は
安
か
っ
た
が
質
が
悪
く
、
一
定
の

質
を
維
持
す
る
た
め
単
価
を
引
き
上

げ
た
事
例
は
あ
る
か
。

　

②
発
注
後
の
適
切
な
施
工
を
ど
う

確
認
し
て
い
る
か
。

市
長　

①
購
入
物
品
の
使
い
勝
手
に

よ
り
仕
様
を
変
更
し
て
製
品
が
変

わ
っ
た
事
例
は
あ
る
が
、
粗
悪
品
を

理
由
に
単
価
を
上
げ
た
事
例
は
な
い
。

　

②
請
負
業
者
は
受
注
後
に
業
務
計

画
等
を
提
出
し
、
担
当
課
と
打
ち
合

わ
せ
て
業
務
を
履
行
し
て
お
り
、
適

切
な
確
認
や
完
了
検
査
が
さ
れ
て
い

る
も
の
と
考
え
る
。

佐
藤　

充
議
員
（
共
産
）　

①
契
約

先
の
労
働
者
の
労
働
条
件
を
ど
う
掌

握
し
て
い
る
か
。

　

②
少
額
随
意
契
約
事
業
者
登
録
制

度
の
課
題
等
、
市
の
認
識
は
。

市
長　

①
具
体
的
な
労
働
条
件
は
把

握
し
て
い
な
い
が
、
指
名
業
者
等
に

対
し
て
下
請
契
約
に
お
け
る
代
金
支

払
い
の
適
正
化
に
関
す
る
通
知
に
よ

り
注
意
喚
起
を
し
て
い
る 

。

　

②
小
規
模
業
者
へ
の
受
注
機
会
の

拡
大
が
必
要
と
考
え
る
。
可
能
な
限

り
登
録
業
者
を
各
課
の
見
積
も
り
合

わ
せ
に
参
加
さ
せ
る
よ
う
庁
内
に
周

知
す
る
と
と
も
に
、
事
業
者
へ
の
制

度
の
周
知
を
図
り
、
利
用
が
促
進
さ

れ
る
よ
う
環
境
整
備
を
図
り
た
い
。

花
小
金
井
地
域
の
突
然
の

バ
ス

減

便

に

対

策

を

い
な
げ
や
に
よ
る
西
武
自
動
車
学
校

跡
地
開
発
事
業
に
つ
い
て

交
通
基
本
法
の
制
定
に
向
け
て

だ
れ
も
が
移
動
可
能
な
ま
ち
づ
く
り
へ

小
川
西
町
２
丁
目
の
国
有
空
き
地
を

保
育
園
等
に
有
効
活
用
で
き
な
い
か

景
観
・
ま
ち
づ
く
り
と

コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ

ー

最
近
の
豪
雨
時
の
雨
水
排
水

対
策
と
そ
の
徹
底
に
つ
い
て

契
約
や
発
注
、発
注
後
の
監
理
は

適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
か

中
小
事
業
者
と
労
働
者
を
守
る

公

契

約

に

つ

い

て

証
明
書
自
動
交
付
機

▲

西
武
自
動
車
学
校
跡
地

▼


